
　失業等給付には、離職した被保険者の生活の安定と再就職を促進するための求職者

給付及び就職促進給付、被保険者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合の教育訓

練給付、被保険者である高齢者や家族の介護をする方の職業生活の円滑な継続を援助・

促進するための雇用継続給付があります。



※過去５年間に２回以上自己都合で離職し求職申込みをした場合や、重責解雇で退

職された方は、給付制限期間が３か月となります。

（注）令和４年７月１日以降に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最

大３年間受給期間に参入しないことができます。



給付率 基本手当日額（円） 給付率 基本手当日額（円）

2,869 2,295 2,869 2,295
3,000 2,400 3,000 2,400
4,000 3,200 4,000 3,200
5,000 4,000 5,000 4,000
5,200 4,160 5,200 4,160
6,000 80% 4,610 6,000 80% 4,532
7,000 5,101 7,000 4,898
8,000 5,514 7,187 4,954
9,000 5,848 7,188 4,955

10,000 6,102 8,000 4,996
11,000 50% 6,278 9,000 5,046
12,000 6,374 10,000 45% 5,096
12,790 6,395 11,000 5,146
13,000 6,500 11,490 5,170
14,000 7,000 12,000 5,400

※１ 14,130 7,065 13,000 5,850
15,000 7,500 14,000 6,300

※２ 15,690 7,845 15,000 6,750
16,000 8,000 16,000 7,200
17,000 8,500 ※４ 16,490 7,420

※３ 17,270 8,635

※１・・・30歳未満の上限
※２・・・30歳以上45歳未満の上限
※３・・・45歳以上60歳未満の上限

①
上記表の ② 　網掛部分の基本手当日額の算出については次の計算式になります。

③

y＝基本手当日額(1日分の給付額)　　Ｗ＝賃金日額（離職前６か月間の賃金を１８０で割った額）

※　端数処理については、１円未満を切り捨てる。

賃金日額（円）

※４・・・60歳以上65歳未満の上限

60歳以上65歳未満のめやす
賃金日額（円）

60歳未満のめやす

50%

80%

45%

80%

②　y＝０.８Ｗ－０.３５｛（Ｗ－５,２００）／６,２９０｝Ｗ　⇒　60歳以上65歳未満の方

③　　　　　　　　　 y＝０.０５Ｗ＋４,５９６　　　　 　 　   ⇒　60歳以上65歳未満の方

①　y＝０.８Ｗ－０.３｛（Ｗ－５,２００）／７,５９０｝Ｗ　  ⇒　60歳未満の方

① ②

③

６
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　Ｐ185,1（1）と同じ（写真は１枚で可、ただし、失業の認定の際

に、マイナンバーカード、運転免許証、官公署の交付する証明書等

のいずれかを提示する場合は省略できます。）

　Ｐ185,1（1）と同じ（写真は１枚で可、ただし、失業の認定の際

に、マイナンバーカード、運転免許証、官公署の交付する証明書等

のいずれかを提示する場合は省略できます。）
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※就業促進定着手当は、令和７年４月１日以降、上限が支給残日数の 20％に引き
下げられます。

※就業手当は令和７年３月 31 日をもって廃止となります。令和７年４月１日以降に
支給要件を満たす方は支給を受けることができません。



　受講終了日の翌日から起算して１か月以内に「教育訓練給付金支給

申請書」等をご自身の住所を管轄するハローワークへ提出するか、代

理人（指定教育訓練実施者及び教育訓練施設、その販売代理店等に所

属する者及び訓練前キャリアコンサルティングを行った訓練対応キャ

リアコンサルタントを代理人とする申請は不可。）、郵送又は電子申請

により行う必要があります。



訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサル

ティングでジョブ・カードの交付を受けた後、受講開始日の１４日

前までに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」

等をご自身の住所を管轄するハローワークへ提出するか、代理人

（※）、郵送又は電子申請により行う必要があります。

　支給申請については、教育訓練の受講終了日の翌日から起算して

１か月以内に、本人の住居所を管轄するハローワークに「教育訓練

給付金支給申請書」等の書類を提出するか、代理人（※）、郵送又

は電子申請により行います。

　※指定教育訓練実施者及び教育訓練施設、その販売代理店等に所

属する者及び訓練前キャリアコンサルティングを行った訓練対応

キャリアコンサルタントを代理人とする申請は不可。



　訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングでジョ

ブ・カードの交付を受けた後、受講開始日の１４日前までに「教育訓練給付金及び教

育訓練支援給付金受給資格確認票」等をご自身の住所を管轄するハローワークへ提出

するか、代理人（※）、郵送又は電子申請により行う必要があります。（支給を受ける

ための支給申請は、別途手続きが必要）

　※指定教育訓練実施者及び教育訓練施設、その販売代理店等に所属する者及び訓練

前キャリアコンサルティングを行った訓練対応キャリアコンサルタントを代理人とす

る申請は不可。



　原則本人の住所を管轄するハローワークへ、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給

付金受給資格確認票」等を本人が来所の上提出する必要があります。（支給を受ける

ための支給申請は、別途手続きが必要）

　この手続きは、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の１４日

前まで（※）に行う必要があります。


